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日時 場所・会場 対象・人数 申し込み・応募 問い合わせ費用・料金 持ち物講師講内容内 行徳支所 子どもにおすすめ第2庁舎第1庁舎
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　「市川市客引き行為等禁止条例」が9月1日に施行されました。居酒屋・カラオケなど（※1）の客引き行為などを禁止しています。
　この条例は、特定の方に対してつきまとうなどの悪質な客引き行為などを禁止するもので、さらに特定
地区においては過料などの罰則規定を設けています。この罰則規定は12月1日(水)から施行されます。　　
　みなさんの安全・安心な通行を確保するため、ご理解とご協力をお願いします。
※1  性風俗・接待飲食店などの客引き行為については、千葉県の「迷惑禁止条例」において禁止されています。
☎ 334-1129市民安全課

の罰則規定が施行されます

市川市客引き行為等禁止条例　特定地区
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令和3年12月1日より、特定地区において罰則規定の対象となります
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▲

指
　
導

勧
　
告

措
置
命
令

5万円の過料
行為をした者に加えて、その行為をさせた
店舗などに対しても過料が科されます。

氏名などの公表
措置命令に従わない場合…

12月１日水から

ポイント 該当する事例 該当しない事例

1 公共の場所 道路、公園など 店舗の敷地内

2 相手方を特定して行われる行為

通行人の中から特定の人に
・近づいて行う
・寄り添いながら行う
・足をとめさせて行う

・通行人を特定せずに行う呼び込み
・ティッシュ、ビラ配り
・看板を持って歩く行為

3 客となるように誘う行為
・店を探しているか尋ねる
・交渉を持ち掛ける
・店へ誘う

・募金
・布教活動
・アンケート

客引き行為等禁止条例のポイント


